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役員退職慰労金制度の廃止及び自社株取得目的報酬制度の導入に関するお知らせ 
 
 
当社は平成 22 年８月 13 日に開催しました取締役会において、経営改革の一環として役員報酬制

度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及び自社株取得目的報酬制度の導入を決定いたしま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 
 
 

記 
 

１．目的 
当制度の変更は、年功的要素及び報酬の後払い的要素が強く、会社業績との連動性が低いことから役員退職

慰労金制度を廃止し、役員報酬の業績連動化と支給基準の透明性を図るとともに、取締役が月額報酬の一定割

合を役員持株会に拠出することにより、株価と業績の向上に対する更なる努力と経営責任を明確にし、中長期

における企業価値向上を目的とするものです。         
 
２．役員報酬制度の概要 
（1）取締役及び監査役の退職慰労金制度の廃止 

平成22年９月28日開催予定の第52回定時株主総会の終結の時をもって、取締役及び監査役を対象とする

役員退職慰労金制度を廃止いたします。 
これに伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、本定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰

労金を打切り支給することを同株主総会において付議いたします。なお、支給時期については各取締役、監査

役の退任時といたします。           
 

（2）自社株取得目的報酬の新設 
取締役の月額報酬に自社株取得目的報酬を新設し、自社株取得目的報酬と同額を役員持株会を通じて当社株

式の購入に充てます。なお、取締役は当報酬制度の一環として取得した株式につきましては、原則として退任

時まで保有するものといたします。  
以 上 


